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投資信託委託業者における兼業業務廃止の届出に関するお知らせ 

 

 

森ヒルズリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）が資産の運用を委託する投資信託委託業者で

ある森ビル・インベストメントマネジメント株式会社（以下「本投資信託委託業者」といいます。）では、投

資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第 34 条の 11 第 1 項に定める承認（金監第

2726 号）を受け、これに基づき森ビル・アーバンファンド（私募不動産ファンド）の運用及び清算に関する

業務（以下「本件業務」といいます。）を兼業してきましたが、本件業務の完了に伴い、本日、金融庁に兼業

業務廃止の届出を行いましたのでお知らせします。 

 
記 

１．概要 

(1) 廃止した業務：投信法第 34 条の 11第 1項に基づく森ビル・アーバンファンド（私募不動産ファンド）

の運用及び清算に関する業務（兼業業務） 

(2) 廃止届出日 ：平成 19 年 7 月 27 日 

 

 

２．経緯 

   本投資信託委託業者は、本件業務につき、本投資法人を組成する過程で資産運用に関する業務と密接に

関連するものとして平成 17 年 9 月 26 日に兼業の承認を取得していましたが、その後、平成 18 年 4月 13

日付で森ビル・アーバンファンド（私募不動産ファンド）の運用業務を終了し、今般、その清算業務につ

いても全て完了したことに伴い、兼業業務廃止の届出を行いました。 

  
以上 

 
 

※ 本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会 

※ 本投資法人のホームページアドレス：http://www.mori-hills-reit.co.jp/ 


